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○桑折町条件付一般競争入札取扱要領 

平成19年９月３日告示第78号 

改正 

平成21年５月８日告示第39号 

平成21年６月23日告示第65号 

平成22年５月31日告示第37号 

平成25年４月１日告示第151号 

平成27年３月31日告示第84号 

平成27年４月１日告示第98号 

平成27年11月24日告示第100号 

平成29年４月３日告示第30号 

平成31年４月１日告示第24号 

令和３年３月29日告示第46号 

令和４年６月９日告示第111号 

令和５年３月27日告示第43号 

令和７年３月24日告示第30号 

桑折町条件付一般競争入札取扱要領 

（趣旨） 

第１条 この要領は、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。）第167

条の５の２の規定による資格を定めて行う条件付一般競争入札の実施にあたり、桑折町財務規則

（昭和62年桑折町規則第２号。以下「規則」という。）第111条に基づき、必要な事項を定める。 

（対象工事） 

第２条 対象工事は、桑折町が発注する建設工事（以下「工事」という。）のうち、設計金額が3,000

万円以上の工事とする。ただし、災害等の緊急工事、特殊工事等特別な事情がある場合はこの限

りではない。 

（入札参加資格） 

第３条 条件付一般競争入札に参加するために必要な資格（以下「入札参加資格」という。）は次

のとおりとする。 

(１) 工事等の請負契約に係る指名競争入札参加者の資格審査及び指名等に関する要綱（昭和62

年桑折町訓令第９号。以下「指名等に関する要綱」という。）第５条第１項に規定する工事等
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請負有資格者名簿に登録されている者であること。 

(２) 施行令第167条の４の規定に該当しない者であること。 

(３) 指名等に関する要綱第４に規定する指名停止基準に基づいて、指名停止の措置を受けた者

にあっては、当該指名停止の期間を経過している者であること。 

(４) 対象となる工事ごとに建設業法（昭和24年法律第100号。以下「法」という。）第３条第１

項の規定による許可を受けている者であること。 

(５) 対象工事に法第26条に定める主任技術者及び監理技術者の設置等必要な人員を配置できる

者であること。 

(６) 会社更生法（平成14年法律第154号）の規定による更正手続開始の申立てをした者若しくは

申立てをなされた者又は民事再生法（平成11年法律第225号）の規定による再生手続開始の申立

てをした者若しくはなされた者にあっては、当該手続開始の決定を受けた後に、会社更生法に

基づく更生手続き開始の決定を受けた者の建設工事等入札参加資格の再審査等に関する要領

（平成17年桑折町訓令第12号）により資格の再認定を受けた者であること。 

(７) 法第27条の23の規定に基づく有効な経営事項審査を受けている者で、工事の種別及び設計

額の区分ごとに別表に定める要件を満たしている者であること。ただし、別表に定めのない工

事の種別においては、発注の都度、町長が要件を定める。 

(８) 納期到来分までの当該法人に係る諸税に未納がないこと。 

(９) その他、対象工事ごとに、町長が定める要件を満たしている者であること。 

（入札参加資格要件の決定） 

第３条の２ 前条に規定する資格に係る要件は、指名等に関する要綱第３条に規定する指名競争入

札参加者資格審査委員会（以下「資格審査委員会」という。）の審議を経たのち、町長が決定す

るものとする。 

（入札の公告） 

第４条 町長は対象工事について施行令第167条の６及び規則第112条の規定により、掲示その他の

方法により公告するものとする。 

２ 前項の公告は、桑折町公告式条例（昭和30年桑折町条例第３号）第２条第２項に規定する掲示

場及びホームページへの掲載により行う。 

３ 公告の写しは総務課「以下「入札担当課」という。」において閲覧させる。 

（設計図書等の閲覧） 

第５条 入札参加希望者に対し、工事請負契約約款、図面、仕様書等（以下「設計図書等」という。）
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をホームページに掲載するとともに、入札担当課において閲覧させるものとする。 

２ 前項に規定する閲覧の期間は、公告に示す日までとする。 

３ 入札参加希望者は、設計図書等に対して、条件付一般競争入札設計図書等に関する質問書（第

１号様式。以下「質問書」という。）を町長に提出することができる。 

４ 質問書の提出できる期間は、公告の日から起算して５日間（桑折町の休日を定める条例（平成

元年桑折町条例第22号）第１条に規定する町の休日（以下「休日」という。）を除く。）とする。 

５ 町長は、前項の規定により提出された質問書について、公告に示す質問受付期間の終了後から

３日以内（休日を除く）に、条件付一般競争入札設計図書等に関する回答書（第２号様式）によ

り回答する。 

６ 当該質問及び回答の内容をホームページに掲載するとともに、設計図書等の閲覧場所において

閲覧に供するものとする。 

（現場説明） 

第６条 現場説明会は行わないものとする。 

（入札保証金） 

第７条 入札保証金の納付は、規則第114条の規定によるものとする。ただし、規則第115条の規定

に該当するときは、入札保証金を免除することができる。 

２ 第23条第２項の規定に基づく通知を受けた落札者が契約を締結しないときは、見積りに係る金

額（消費税及び地方消費税を含む）の100分の５に相当する金額を納付させるものとし、公告にそ

の旨を記載するものとする。 

（入札書等の郵便入札方式） 

第８条 条件付一般競争入札は、入札参加希望者が公告に基づき入札書を郵送する郵便入札方式に

より行うものとする。 

２ 入札参加希望者は、入札書（第３号様式）及び入札金額に対応した入札金額の見積内訳書（第

４号様式。以下「入札書等」という。）に必要事項を記入し、記名押印の上封筒に入れ、一般書

留又は簡易書留郵便のいずれかの方法により公告に示す送付先に、公告の示す日を指定して配達

日指定郵便で郵送しなければならない。 

３ 前項の規定による郵送は、次の方法によるものとする。 

(１) 外封筒及び中封筒の二重封筒とすること。 

(２) 入札書等を中封筒に入れ、封かんの上、中封筒の表面に入札参加希望者の商号又は名称、

工事名、工事番号、工事箇所、開札日、担当者名、担当者連絡先（電話番号及びＦＡＸ番号）
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及び入札書等在中の旨を記載すること。 

(３) 外封筒には、入札書等を封入した中封筒を入れ、外封筒の表面に、入札参加希望者の商号

又は名称、工事名、開札日及び入札書等在中の旨を記載すること。 

（入札書等の提出期日） 

第９条 入札書等の提出期日は、開札日の前日とする。ただし、その日が休日の場合は、その前日

とする。 

（入札書等の保管等） 

第10条 総務課長（以下「入札担当課長」という。）は、入札書等が到達したときは、外封筒を開

封し、中封筒の表面記載事項を確認し、中封筒を未開封のまま施錠できる保管場所において厳重

に保管するものとする。 

２ 配達された入札書等の書換え、引換え又は撤回は認めない。 

（入札の無効等） 

第11条 次の各号のいずれかに該当する入札は無効とする。 

(１) 入札参加資格のない者がした入札 

(２) 一の入札について同一の入札参加者が２通以上の入札書を提出した入札 

(３) 入札書に記名押印がない入札 

(４) 入札金額を訂正している入札 

(５) 公告で示した提出書類がない又は記載内容に不備がある入札 

(６) 第８条に規定する郵送方法によらない入札 

(７) 公告で示した入札書等の提出期日以外の日に到達した入札 

(８) 明らかに不正によると認められる入札 

(９) その他入札に関する条件に違反した入札 

２ 次の各号のいずれかに該当する入札は失格とする。 

(１) 入札金額が予定価格を上回る入札 

(２) 入札金額が最低制限価格を下回る入札 

（条件付一般競争入札参加資格確認等一覧表の作成） 

第12条 入札担当課長は、開札の前に、中封筒に記載された事項をもとに条件付一般競争入札参加

資格確認等一覧表（第５号様式。以下「一覧表」という。）を作成しなければならない。ただし、

開札の前に作成することができないときは、開札後に作成することができる。 

２ 前項の場合において、いかなる理由があっても中封筒は開封してはならない。 
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３ 入札担当課長は、入札が無効であること又は入札参加者が入札参加資格を有していないことが

明らかな者も含め、すべての者を一覧表に記入するものとする。 

（入札回数） 

第13条 条件付一般競争入札の入札執行回数は、１回のみとする。 

（入札の中止） 

第14条 町長は、入札参加者が１社に満たない場合は、条件付一般競争入札を中止とする。 

（開札の立会い） 

第15条 町長は、あらかじめ、入札参加者の中から開札立会人を選定する。 

２ 選定された開札立会人は、やむを得ない理由がある場合を除き、立会いを辞退することはでき

ないものとする。 

（開札） 

第16条 公告に示す日時及び場所において、前条の規定により入札参加者の中からあらかじめ選定

した開札立会人を立ち会わせて行うものとする。 

２ 開札は、公開とする。 

３ 町長は、開札に際し、当該入札事務に関係のない１名以上の町職員を立ち会わせるものとする。 

４ 町長は、開札したときは、直ちに入札書及び中封筒の記載事項等を確認するとともに、無効又

は失格の入札を行った者があった場合には、当該入札参加者名を読み上げるものとする。 

（落札候補者） 

第17条 町長は、最低価格で入札した者から第３順位までの入札参加者（前条第４項の規定による

無効又は失格の入札を行ったものを除く。以下「落札候補者」という。）を決定し、開札の場に

おいて、落札候補者及びその入札金額を読み上げるものとする。 

２ 前項の場合において、最低価格の入札参加者が複数ある場合は、直ちにくじにより落札候補者

の順位を決定するものとする。 

３ 前項のくじは、前条第３項の規定により当該入札の立会人となっている町職員が行うものとす

る。 

４ 最低価格から２番目又は３番目の入札参加者が複数あり、落札候補者の順位を決定できない場

合は、第２項及び前項の規定に準じて順位を決定するものとする。 

（落札決定の保留） 

第18条 町長は、落札候補者を決定したときは、落札決定を保留し、落札候補者のうち第１順位の

者から順に入札参加資格の確認を行った上、後日落札者を決定する旨を宣言しなければならない。 
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（落札候補者に対する通知） 

第19条 町長は、落札候補者が開札に立ち会っていないときは、開札後速やかに当該落札候補者に

確実な方法により通知するものとする。 

（入札参加資格確認書類の提出） 

第20条 町長は、落札候補者が入札参加資格を有しているか確認する場合において、第１順位の落

札候補者に対して条件付一般競争入札参加資格確認申請書（第６号様式）及び公告に示した入札

参加資格を確認できる書類（以下「確認書類」という。）を提出することを通知するものとする。 

２ 前項に規定する通知を受けた落札候補者は、通知を受けた日から起算して２日以内（休日を除

く。）に確認書類を提出しなければならない。 

３ 落札候補者が前項に規定する期間内に確認書類を提出しないときは、当該落札候補者の入札は

無効とする。 

（入札参加資格の確認） 

第21条 条件付一般競争入札は、入札参加資格の確認について入札参加希望者の入札手続の負担軽

減及び入札事務の効率化を図るため、入札後に最低価格入札者から順に入札参加資格が確認でき

るまで審査を行う事後審査方式により行うものとする。 

２ 町長は、落札候補者を決定したときは、前条に規定する確認書類に基づき、落札候補者が入札

参加資格を有しているかの確認をしなければならない。 

３ 前項の確認は、第１順位落札候補者から順に、入札参加資格を有する者であるか確認できるま

で行うものとする。この場合において、入札参加資格がないと認める者があったときは、速やか

に次順位の落札候補者に前条の通知をしなければならない。 

４ 第２項の確認は、開札日又は前項後段の通知の日から起算して５日以内（休日を除く。）に行

い、その結果を条件付一般競争入札確認通知書（第７号様式）により落札候補者に対し速やかに

通知しなければならない。 

（資格審査委員会による入札参加資格確認の審議） 

第22条 前条に規定する入札参加資格の確認において疑義が生じた場合には、資格審査委員会に付

議し、審査するものとする。 

（落札者の決定等） 

第23条 町長は、第21条第２項の規定により、落札候補者が入札参加資格を有することを確認した

ときは、速やかに当該落札候補者を落札者として決定しなければならない。 

２ 落札者を決定したときは、速やかに当該落札者及び当該落札者以外の落札候補者に確実な方法
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により通知しなければならない。 

３ 落札候補者以外の入札参加者への落札者決定の通知は、工事等の契約に係る入札結果の公表に

ついての取扱い要綱（昭和59年桑折町訓令第11号）の規定により当該入札結果の公表をもってこ

れに代える。 

（その他） 

第24条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要領は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年告示第39号） 

この告示は、平成21年５月８日から施行する。 

附 則（平成21年告示第65号） 

この告示は、平成21年６月23日から施行する。 

附 則（平成22年告示第37号） 

この告示は、平成22年６月10日から施行する。 

附 則（平成25年告示第151号） 

この告示は、平成25年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年告示第84号） 

この要領は、平成27年４月１日から施行する。 

附 則（平成27年告示第98号） 

この要領は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年告示第100号） 

この要領は、平成27年11月24日から施行する。 

附 則（平成29年４月３日告示第30号） 

この告示は、平成29年４月３日から施行する。 

附 則（平成31年４月１日告示第24号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月29日告示第46号） 

この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年６月９日告示第111号） 

この告示は、令和４年６月９日から施行する。 
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附 則（令和５年３月27日告示第43号） 

この要領は、令和５年４月１日から施行する。 

附 則（令和７年３月24日告示第30号） 

この要領は、令和７年４月１日から施行する。 

別表（第３条関係） 

工事の種別 設計金額 評点 地域要件※ 

一般土木工事 3,000万円以上１億円未満 760点以上 町内及び隣接する国見

町、伊達市に本社、支

店、営業所を有する者 

１億円以上 1060点以上 町内及び隣接する国見

町、伊達市、福島市に

本社、支店、営業所を

有する者 

舗装工事 3,000万円以上 870点以上 町内及び隣接する国見

町、伊達市に本社、支

店、営業所を有する者 

建築工事 3,000万円以上5,000万円未

満 

710点以上 〃 

5,000万円以上 910点以上 〃 

電気設備工事 3,000万円以上 870点以上 〃 

暖冷房衛生設備工事 3,000万円以上 710点以上 〃 

上水道工事 3,000万円以上 710点以上 〃 

※工事の内容によっては、上記の地域要件を拡大することができる。 
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第１号様式（第５条関係） 
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第２号様式（第５条関係） 
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第３号様式（第８条関係） 
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第４号様式（第８条関係） 

 

第５号様式（第12条関係） 
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第６号様式（第20条関係） 

 



14/14 

第７号様式（第21条関係） 

 


